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次のとおり保安規程を変更したので，電気事業法第４２条第２項の規定により 

届け出ます。 

 

 

変更の内容 別紙のとおり 

変更年月日 ２０２３年２月２１日 

 

 

以 上 



別 紙 

 

 

変 更 内 容 
 

 

 

（１）原子力規制委員会設置法の一部施行（新規制基準の施行）等に係る「女川原

子力発電所原子炉施設保安規定」の変更に伴い，関連する記載を別添１の保

安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］変更前後表の変更後欄

のとおり変更する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］変更前後表 

 

 

別添１ 



保安規程 [電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）] 変更前後表 

   

変更前 変更後 変更理由 

 

原－６ 

 

 

 

 

保 安 規 程 

 

電気事業用電気工作物 

（原子力発電工作物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２０２１年 ６月２１日 

 
東  北  電  力  株  式  会  社 

 

 

原－６ 

 

 

 

 

保 安 規 程 

 

電気事業用電気工作物 

（原子力発電工作物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２０２３年２月２１日 

 
東  北  電  力  株  式  会  社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更に伴う日付の修正 

 

  



保安規程 [電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）] 変更前後表 

   

変更前 変更後 変更理由 

 

附則 

 

（施行期日） 

第１条 本規程は，２０２１年７月１日より施行する。 
 

 

附則 

 

（施行期日） 

第１条 本規程は，女川原子力発電所原子炉施設保安規定（第５８次）の施行日に

合わせて施行する。 

 

 

 

 

 

変更に伴う附則（施行期日）を記載 

 

 

  



保安規程 [電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）] 変更前後表 

   

変更前 変更後 変更理由 

 

別表第１ 保安に関する組織および業務分掌（第４条，第５条関連） 
     〔発電用電気工作物に関する保安活動の評価，改善は関係する組織に共通〕 

 

 

 

別表第１ 保安に関する組織および業務分掌（第４条，第５条関連） 
     〔発電用電気工作物に関する保安活動の評価，改善は関係する組織に共通〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会設置法の一部施行

（新規制基準の施行）等に係る「女川

原子力発電所原子炉施設保安規定」の

変更内容の反映 

 

 

 



 

 

 

 

 

添 付 書 類 

 

 

 
添付書類１：変更理由 

 

 



添付書類１ 

 

 

 

 

変 更 理 由 

 

 

 
（１）原子力規制委員会設置法の一部施行（新規制基準の施行）等に係る「女川原

子力発電所原子炉施設保安規定」の変更により，防災グループの業務分掌に

変更が生じたため。 
 
 


